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平 成 １８ 年 ４月 教 育 長 定 例 記 者 会 見 資 料 記 者 提 供 資 料

事 項 内 容 備 考

新しい「いばらき教育プラ １ プラン策定の趣旨 企画広報室 企画Ｇ（内線５１４３）
ン」の策定について

新茨城県総合計画の策定に合わせて，教育を取り巻く様々な課題への対応や，新茨城県総合計画における茨城の
将来像の達成に向けて取り組むべき施策の基本方向を示した新たな「いばらき教育プラン」を策定し，平成１８年
度からの県教育行政運営の基本方針とするものです。

２ プランの計画期間及び構成等

① プランの位置付け ：新茨城県総合計画の部門別計画
② 計画期間 ：平成１８年度（２００６）～平成２２年度（２０１０）
③ 構 成 ：「基本構想編」，「基本計画編」，「実施計画編」の３編構成
④ 教育行政の基本テーマ：「いばらきの未来を拓くたくましい人づくり」
※ 新茨城県総合計画における重点戦略「未来を拓くたくましい人づくり」を踏まえた上で，学校・家庭・地
域社会が連携・協力して未来を拓く心豊かなたくましい人づくりを目指します。

⑤ 重点戦略：「いばらきの人づくり戦略」
※ いばらきの未来を拓くたくましい人づくりを目指し，その実現を図るため，特に力を注ぐべき重要な課題
等に対し，取り組むべき施策を重点戦略として位置付け，以下の施策を重点的に展開します。

戦略１：「社会全体で取り組む教育の推進」戦略

「いばらき教育の日・教育月間」における取り組みを通して，県民の教育に対する関心と理解を深めるとともに，
学校，家庭，地域の各々の機能の連携により，社会全体の教育力の向上を図ります。

戦略２：「生きる力をはぐくむ学校教育の充実」戦略

子どもたちに，「読み・書き・計算」などの基礎的・基本的な知識や技能はもとより，思考力や判断力などを含め
た確かな学力を身に付けさせます。また，思いやりの心，感動する心，たくましさや責任感など，豊かな人間性を育
てます。さらに，子どもたちが安心安全に学ぶことのできる環境の整備，魅力ある学校づくりや学校評価の改善，教
員の資質向上を図るなど，県民に信頼される魅力ある学校づくりを進めます。

戦略３：「国際社会に生きる豊かな人間性の育成」戦略

子どもたちが異文化や異なる文化をもつ人々を受容し，共生することのできる態度や能力を身に付けさせるととも
に，自己表現やコミュニケーションの道具としてＩＴを活用できる能力や情報モラルの育成など，国際社会の一員と
しての資質や能力をはぐくみます。

戦略４：「県民誰もが参加・参画できる社会環境づくり」戦略

県民誰もが，いつでも，どこでも学習活動やスポーツに取り組める環境づくりを進めるとともに，学習の成果を社
会で生かす取り組みを支援します。また，文化芸術に関する鑑賞や創造活動などを行う機会の充実を図り，県民の幅
広い学習意欲に応えるとともに，子どもたちの豊かな感性をはぐくみます。

⑥ 数値目標：１８項目（新茨城県総合計画と同一項目）
様々な施策を展開していくに当たり，目標年度である平成２２年度までに，県民や市町村等と共に目指してい
く項目を数値目標として設定しています。
例：家庭でほとんど毎日（週４日以上）お手伝する児童の割合（小１）６０％以上
：年間５０冊以上の本を読んだ児童の割合（小４～６） ５０％以上
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事 項 内 容 備 考

３ 新しい「いばらき教育プラン」の主な特徴

子どもたちが，将来自立した社会人として国内外で活躍できるよう，引き続き「学力の向上」，「豊かな人間性の
育成」，「健やかな体の育成」などの取り組みを一層推進するとともに，学校・家庭・地域社会が連携・協力して未
来を拓く心豊かなたくましい人づくりを目指し，次のような特徴を盛り込みます。

①いばらき教育の日・教育月間の推進
・「いばらき教育の日・教育月間」における県民の主体的な取り組みの促進
・市町村への協力要請や民間団体への支援を行い全県をあげた運動として展開

②少人数教育等の推進
・複数の教員が協力して授業を行うティーム・ティーチングや少人数学級編制，習熟の程度に応じた学習など，
学習と生活の両面におけるきめ細かな指導の充実

③学力調査の実施
・小中高校生の学力や学習習慣，学習に対する意識等について調査・分析を行い学習指導上の課題を把握
・調査結果を踏まえ児童生徒一人一人の興味・関心等に応じた学習指導の実施

④組織的・系統的なキャリア教育の推進
・職場体験，インターンシップ，ものづくりなどの体験活動等を通して児童生徒の勤労観，職業観を育てるなど
発達段階に応じたキャリア教育の推進

⑤発達段階に応じた道徳教育の推進
・幼児期からの発達段階に応じた道徳教育の推進
・平成 19年度よりすべての高等学校において「道徳」を履修

⑥読書活動の推進
・「みんなにすすめたい一冊の本推進事業」の対象を中学生にまで拡大

⑦国際理解教育の充実
・国際理解教育に関する幅広い経験や優れた知識を有する外部人材の活用
・外国人児童生徒等の受け入れ体制の充実や海外生活の体験等を学習活動に活用

⑧食に関する指導の推進
・栄養教諭の養成及び計画的な配置及び栄養教諭等の専門性を活かした食育の推進
・学校から食に関する情報を発信し，家庭・地域との連携を図りながら望ましい食環境づくりの推進

⑨高校教育改革の推進
・高等学校の規模，配置の適正化の推進
・魅力ある学科の適正配置や中高一貫教育校の設置の推進

⑩人材育成のための評価・表彰制度の充実
・新しい教員評価制度の導入
・他の教員の模範となる教員の表彰及び優秀教員の適切な活用

⑪学校の安全管理
・学校安全ボランティア等による巡回やインターネットを活用した不審者等に係る情報の提供
・保護者，関連機関，地域社会等との連携を図り，子どもの安全を地域ぐるみで守る体制の整備

４ 発行部数及び主な配付先等
・基本構想編・基本計画編 発行部数：１０，０００部 配付先：市町村教育委員会，県内公私立学校等
・実施計画編 発行部数：９，０００部 配付先：市町村教育委員会，県内公私立学校等
・配付時期 ５月下旬頃
※その他，県民向けに概要版を作成します。また，教育委員会ホームページに掲載します。


